
申請者・確認機関構造担当者　様
アウェイ建築評価ネット株式会社
構造判定部
適合判定事前相談・審査時の判定員等希望の確認について
　　日頃弊社の構造計算適合判定をご利用頂き有難うございます。　弊社判定員は多様な構造設計・ソフト利用経験・設計事務所・ゼネコン・学識者などから成り、あらゆる種類の構造設計の判定業務が可能であり、原則判定部でこれらを勘案し、物件毎の担当者を決めております。　しかしながら、継続的にご利用頂ける申請者・機関構造担当者様には、その高い専門性故に設計者・判定者間の経験差などからくる相性があり、特定者を希望される方がおられます。　　
　この場合原則依頼者の希望する判定員の都合が合えば特定の判定員にその業務を割り振ります。　これは確認業務の円滑化と顧客サービスに資するとの想いからです。　ただし法令遵守厳格化の視点から下記の点の確認（チェック）をお願いいたします。
記
□１．申請依頼人と特定者（指名判定員）は二等親以内の親族関係にないこと
□２．両者は過去２年以内に利害関係ある同一の企業に所属実績がないこと
□３．申請者は特定者等の関係企業等の５％以上の議決権を有しないこと

□４．申請者は特定者の親族が役員である企業等（過去２年間含む）の関係者でないこと

□５．申請者と特定者はその他特定の利害関係にないこと
　以上の確認事項に相違ありません。
平成　　　年　　　月　　　日
申請者（建築主及び代理人）氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　指名判定員氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

